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平成15年11月28日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

条
　
例

◯
国
際
教
養
大
学
入
学
料
等
徴
収
条
例
（
七
四
・
国
際
教
養
大
学
設
置
準
備
事
務
局
）
…
…
…
…
１

規
　
則

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
八
〇
・
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◇
国
際
教
養
大
学
入
学
料
等
徴
収
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
四
号
）

１

国
際
教
養
大
学
に
入
学
す
る
者
か
ら
入
学
料
を
、
入
学
を
志
願
す
る
者
か
ら
入
学
検
定
料
を
徴

収
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
の
額
を
、
次
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
及
び
別
表

関
係
）

３

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
た
。

１

ペ
ー
ジ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

入
　
　
　
　
学
　
　
　
　
検
　
　
　
　
定
　
　
　
　
料

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額

二
八
二
、
〇
〇
〇
円

四
二
三
、
〇
〇
〇
円

一
七
、
〇
〇
〇
円

県
　
　
　
内
　
　
　
者

県
　
　
　
外
　
　
　
者

入
　
　
　
学
　
　
　
料

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し
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平成15年11月28日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

２

条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例

国
際
教
養
大
学
入
学
料
等
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
条
例
第
七
十
四
号

国
際
教
養
大
学
入
学
料
等
徴
収
条
例

（
入
学
料
等
の
徴
収
）

第
一
条

県
は
、
国
際
教
養
大
学
（
河
辺
郡
雄
和
町
の
区
域
に
設
置
が
予
定
さ
れ
て
い
る
大
学
を
い
う
。
）
に
入
学
す
る
者
か
ら
入
学
料
を
、
入
学
を
志
願
す
る
者
か
ら
入
学
検
定

料
を
徴
収
す
る
。

（
入
学
料
等
の
額
）

第
二
条

入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
の
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
入
学
料
等
の
徴
収
の
時
期
）

第
三
条

入
学
料
は
入
学
手
続
の
際
に
、
入
学
検
定
料
は
入
学
願
書
を
受
理
す
る
際
に
徴
収
す
る
。

（
入
学
料
等
の
不
還
付
）

第
四
条

既
に
徴
収
し
た
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
一
部
又
は
全
部
を
還
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

区
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学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
料

県
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
者

県
　
　
　
　
　
外
　
　
　
　
　
者

□
入
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
検
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
料
□

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額

二
八
二
、
〇
〇
〇
円

四
二
三
、
〇
〇
〇
円

一
七
、
〇
〇
〇
円

区
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額



平成15年11月28日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

３

備
考一

　
こ
の
表
に
お
い
て
「
県
内
者
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

（一）

入
学
の
日
の
一
年
前
か
ら
引
き
続
き
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

（二）

配
偶
者
又
は
一
親
等
の
親
族
が
入
学
の
日
の
一
年
前
か
ら
引
き
続
き
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

（三）

（一）
及
び
（二）
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
知
事
が
認
め
た
者

二
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
県
外
者
」
と
は
、
県
内
者
以
外
の
者
を
い
う
。

入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
料

県
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
者

県
　
　
　
　
　
外
　
　
　
　
　
者

□
入
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
検
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
料
□

二
八
二
、
〇
〇
〇
円

四
二
三
、
〇
〇
〇
円

一
七
、
〇
〇
〇
円
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秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
八
十
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
■
を
■
と
し
、
■
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

■

国
際
教
養
大
学
の
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

４

規
　
　
　
　
　
　
則

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話
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A
X
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〇
五

秋
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山
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七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄
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